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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 仮 想 遊 技 媒 体 の 付 与 を 伴 う 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 主 制 御 手 段 で あ っ て 、 当 該 遊 技 機 の 遊  
技 状 態 を 、 通 常 状 態 、 及 び 前 記 通 常 状 態 よ り も 補 助 遊 技 に 関 わ る 有 利 度 が 高 い 特 定 遊 技 状  
態 を 含 む 複 数 の 有 利 状 態 の 何 れ か の 遊 技 状 態 に 設 定 す る 手 段 と 、 遊 技 の 進 行 を 停 止 す る 手  
段 を 含 む 主 制 御 手 段 と 、
　 接 続 さ れ る カ ー ド ユ ニ ッ ト か ら 送 信 さ れ る 仮 想 遊 技 媒 体 数 の 移 行 信 号 を 受 信 し て 、 メ モ  
リ に 記 憶 し 、 前 記 遊 技 の 進 行 に 応 じ て 、 遊 技 可 能 な 仮 想 遊 技 媒 体 数 の 減 算 お よ び 加 算 に 関  
わ る 処 理 を 行 う と と も に 当 該 遊 技 可 能 な 仮 想 遊 技 媒 体 数 を 前 記 カ ー ド ユ ニ ッ ト に 送 信 し 、
当 該 遊 技 可 能 な 仮 想 遊 技 媒 体 数 を 遊 技 媒 体 数 表 示 手 段 に 表 示 し 、 移 行 条 件 が 成 立 し た と き  
に 、 所 定 数 の 仮 想 遊 技 媒 体 数 の 移 行 信 号 を 、 前 記 カ ー ド ユ ニ ッ ト に 送 信 す る 仮 想 遊 技 媒 体  
数 制 御 手 段 と 、
入 力 さ れ る 画 像 デ ー タ に 基 づ い て 演 出 画 像 を 表 示 す る 画 像 表 示 装 置 と 、
前 記 メ モ リ 内 の 仮 想 遊 技 媒 体 数 に 応 じ て 、 前 記 画 像 表 示 装 置 の 表 示 態 様 を 変 化 さ せ る 手 段  
と
　 を 具 備 し 、
　 前 記 主 制 御 手 段 は 、 前 記 遊 技 可 能 な 仮 想 遊 技 媒 体 数 と は 異 な る 、 仮 想 遊 技 媒 体 の 付 与 が  
あ っ た 場 合 に 加 算 さ れ る 最 大 獲 得 遊 技 媒 体 数 カ ウ ン タ が 所 定 の 上 限 値 に 達 し た 場 合 に 特 定  
の エ ラ ー を 発 生 可 能 で あ り 、 前 記 遊 技 状 態 お よ び 遊 技 の 進 行 と 停 止 の 状 況 を 前 記 仮 想 遊 技  
媒 体 数 制 御 手 段 に 送 信 し 、
　 前 記 仮 想 遊 技 媒 体 数 制 御 手 段 は 、 複 数 の エ ラ ー の う ち 前 記 特 定 の エ ラ ー が 発 生 し た と き  
は 前 記 遊 技 媒 体 数 表 示 手 段 に 当 該 特 定 の エ ラ ー の エ ラ ー コ ー ド を 表 示 せ ず 、 所 定 の エ ラ ー  
が 発 生 し た と き は 当 該 所 定 の エ ラ ー の エ ラ ー コ ー ド を 表 示 可 能 で あ り 、 前 記 特 定 遊 技 状 態  
に お い て 計 数 ボ タ ン が 操 作 さ れ た と き 、 前 記 移 行 条 件 を 成 立 さ せ て 前 記 所 定 数 の 仮 想 遊 技  
媒 体 数 の 移 行 信 号 の 前 記 カ ー ド ユ ニ ッ ト へ の 送 信 を 可 能 と す る
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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